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平成27年５月８日（金曜日） 

 

○出席議員（13名） 

    議 長  生  田  勇  人 君     ７ 番  恩  道  正  博 君 

    １ 番  米  田  一  香 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    ２ 番  磯  貝  幸  博 君     ９ 番  夷  藤     満 君 

    ３ 番  七  田  満  男 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ４ 番  太  田  臣  宣 君     11 番  中  川     達 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 向   貴代治 君 

町 民 福 祉 部 長 大 徳   茂 君 

町民福祉部担当部長 
（保険年金・福祉担当） 

島 田 睦 郎 君 

都 市 整 備 部 長 長 丸 一 平 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域振興担当） 

田 中   徹 君 

都市整備部担当部長 
兼 上 下 水 道 課 長 

長 田   学 君 

教育委員会教育部長 北 川 真由美 君 

消 防 長 生 田 秀 治 君 

総 務 部 総 務 課 長 棚 田   進 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

瀬 戸 博 行 君 

総 務 部 財 政 課 長 長谷川   徹 君 

総 務 部 税 務 課 長 若 林 優 治 君 

総務部税務担当課長 
兼 総 合 収 納 室 長 

岩 上 涼 一 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長 

重 原   正 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

上 島 恵 美 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

下 村 利 郎 君 

町民福祉部保険年金課 
保健センター担当課長 

出 嶋   剛 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

岩 本 昌 明 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

松 井 賢 志 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

銭 丸 弘 樹 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部上下水道課 
下 水 道 担 当 課 長 

井 上 慎 一 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

浜 出 二 朗 君 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

田 中 義 勝 君 

教育委員会学校教育課 
指導管理担当課長 

岡 田   秀 君 

教育委員会生涯学習課長 
兼男女共同参画室長 

上 出   功 君 



 －2－ 

消防本部次長兼消防署長 水 野 博 幸 君 

  

  

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 中 宮 憲 司 君 

事 務 局 次 長 助 田 有 二 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第１号）【臨時議長編成分】 

  平成27年５月８日  午前10時開議 

 日程第１ 

  仮議席の指定について 

 日程第２ 

  選挙第１号 議長の選挙について 

○議事日程（第１号の追加１）【議長編成分】 

 日程第１ 

  決定第１号 議席の指定について 

 日程第２ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第３ 

  会期の決定について 

 日程第４ 

  諸般の報告について 

 日程第５ 

  選挙第２号 副議長の選挙について 

○議事日程（第１号の追加２）【議長編成分】 

 日程第６ 

  議会議案第３号 内灘町議会委員会条例の一部を改正する条例の提出について 

 日程第７ 

  選任第１号 常任委員会委員の選任について 

○議事日程（第１号の追加３）【議長編成分】 

 日程第８ 

  選挙第３号 河北郡市広域事務組合議会議員の選挙について 

 日程第９ 

  選挙第４号 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

 日程第10 

  議会議案第４号 議会広報対策特別委員会の設置について 

 日程第11 

  選任第２号 議会広報対策特別委員会委員の選任について 
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 日程第12 

  選任第３号 議会運営委員会委員の選任について 

 日程第13 

  選任第４号 内灘町青尐年問題協議会委員の選任について 

○議事日程（第１号の追加４）【議長編成分】 

 日程第14 

  議案第33号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成26年度内灘町一般会計補正予算（第10号）〕 

  議案第34号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成26年度内灘町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）〕 

  議案第35号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成26年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）〕 

  議案第36号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成26年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）〕 

  議案第37号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成26年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第３号）〕 

  議案第38号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔内灘町税条例等の一部を改正する条例について〕 

  議案第39号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔内灘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について〕 

  議案第40号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔内灘町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について〕 

  提案理由の説明 

 日程第15 

  議案一括上程（議案第33号から議案第40号まで） 

○議事日程（第１号の追加その２）【議長編成分】 

 日程第１ 

  議案第41号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・開議 

           午前10時10分開会 

○事務局長【中宮憲司君】 おはようござい

ます。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107

条の規定により、出席議員の中で年長の議員

が臨時に議長の職務を行うことになっており

ます。出席議員の中、南守雄議員が年長議員

でありますので、南議員に臨時議長をお願い

します。南議員、議長席へお願いいたします。 

   〔臨時議長 着席〕 

○臨時議長【南守雄君】 おはようございま

す。ただいま紹介されました南です。 

 地方自治法第107条の規定により、臨時に議

長の職務を行います。 

 もとより、議長が選挙されるまでの限られ

た間でありますが、何とぞ議員各位の格段の

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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 ただいまの出席議員は13名であります。よ

って、会議の定則数に達しておりますので、

これより平成27年第１回内灘町議会臨時会を

開会し、直ちに会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○仮議席の指定 

○臨時議長【南守雄君】 日程第１、仮議席

の指定を行います。仮議席は、ただいま着席

の議席といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議 長 選 挙      

○臨時議長【南守雄君】 日程第２、選挙第

１号議長の選挙を行います。選挙は投票で行

います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

   〔議場閉鎖〕 

○臨時議長【南守雄君】 ただいまの出席議

員数は13名であります。 

 次に、立会人を指名いたします。内灘町議

会会議規則第32条第２項の規定により、立会

人に７番藤井議員と10番夷藤議員を指名いた

します。 

 投票用紙を配付します。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名

であります。 

   〔投票用紙配付〕 

○臨時議長【南守雄君】 投票用紙の配付漏

れはありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長【南守雄君】 配付漏れなしと認

めます。 

 投票箱を点検いたします。 

   〔投票箱点検〕 

○臨時議長【南守雄君】 異状なしと認めま

す。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が

仮議席番号と氏名を呼び上げますので、順番

に投票願います。 

   〔氏名点呼、投票〕 

○事務局長【中宮憲司君】 １番、米田議員。

２番、磯貝議員。３番、七田議員。４番、太

田議員。５番、生田議員。６番、川口議員。

７番、藤井議員。８番、恩道議員。９番、北

川議員。10番、夷藤議員。11番、清水議員。

12番、中川議員。13番、南議員。 

○臨時議長【南守雄君】 投票漏れはありま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長【南守雄君】 投票漏れなしと認

めます。 

 投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。藤井議員と夷藤

議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

   〔開  票〕 

○臨時議長【南守雄君】 選挙の結果を報告

いたします。 

 投票総数13票、有効投票13票、無効投票０

票です。有効投票のうち、 

 生田議員 11票 

 清水議員 ２票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。

よって、生田議員が議長に当選されました。

（拍手） 

 議場の閉鎖を解きます。 

   〔議場開鎖〕 

○臨時議長【南守雄君】 ただいま議長に当

選されました生田議員が議場におられますの

で、本席から会議規則第33条第２項の規定に

より、当選の告知をいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議長就任挨拶 

○臨時議長【南守雄君】 議長に当選されま

した生田議員から発言を求められております

ので、これを許します。 

   〔議長 生田勇人君 登壇〕 

○議長【生田勇人君】 一言ご挨拶を申し上

げます。 

 ただいま議員の皆様方の温かいご支援を賜

りまして、第34代内灘町議会議長の要職につ
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くことになりました。まことに身に余る光栄

であり、改めて心より感謝を申し上げます。 

 議会の皆様、そして内灘町民の皆様の熱い

期待に懸命に応えていくとともに、本町の発

展と町民福祉の向上を目指し、誠心誠意努力

をいたす覚悟でございます。 

 何とぞ先輩、同僚議員の皆様方には、これ

まで以上のご指導、ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げまして、甚だ簡単ではございま

すが就任のご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○臨時議長【南守雄君】 それでは、生田議

長と議長席を交代いたします。 

 皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 生田議長、議長席にお着きください。 

   〔臨時議長退席、議長着席〕 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 それでは、この際、

暫時休憩いたします。 

           午前10時28分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時50分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【生田勇人君】 本日の会議時間は、

議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議席の指定 

○議長【生田勇人君】 追加日程第１、決定

第１号議席の決定を行います。議席は、会議

規則第４条第１項の規定により、議長におい

て指定し、ただいま着席のとおり指定いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【生田勇人君】 追加日程第２、会議

録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定

により、議長において４番太田議員、５番川

口議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会期の決定 

○議長【生田勇人君】 追加日程第３、会期

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は本日

１日といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本臨時会の会期は本日１日と決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【生田勇人君】 追加日程第４、諸般

の報告を行います。 

 まず、松岡裕司都市整備部地域振興課長か

ら病気療養中のため本日の会議を欠席する旨

の届け出が提出されておりますので、その写

しをお手元に配付しておきましたから、ご了

承願います。 

 次に、今臨時会の説明のため、説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしたところ、説明のため出席を

している者の職、氏名は別紙説明員一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、ご了

承願います。 

 次に、監査委員から平成27年２月分及び３

月分の例月出納検査結果の報告がありました

ので、写しをお手元に配付しておきましたか

ら、ご了承願います。 
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 次に、さきの３月会議において可決したよ

りよい教育環境の拡充を求める意見書につい

ては、内閣総理大臣及び関係大臣並びに関係

方面に提出しておきましたから、ご了承願い

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○副議長選挙 

○議長【生田勇人君】 追加日程第５、選挙

第２号、これより副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定によって指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定をいたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 副議長に恩道正博議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名をいたしました恩道正博議員を副議長の

当選人とすることにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 異議なしと認めます。

よって、恩道正博議員が副議長に当選いたし

ました。 

 ただいま副議長に当選されました恩道議員

が議場におられますので、本席から会議規則

第33条第２項の規定により当選の告知をいた

します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○副議長就任挨拶 

○議長【生田勇人君】 副議長に当選されま

した恩道議員から発言を求められております

ので、これを許します。 

   〔副議長 恩道正博君 登壇〕 

○副議長【恩道正博君】 このたび、議員各

位のご推挙をいただきました。第37代内灘町

議会副議長に選ばれましたことを大変光栄に

存じますとともに、その職責の重大さを痛感

をしております。 

 議長のもと、本議会が公正に、しかも円満

に運営されますように一生懸命努めさせてい

ただくつもりですので、皆様方の格別のご支

援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ

まして、簡単ではございますが、就任のご挨

拶といたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、暫時休憩い

たします。 

           午前10時57分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前11時20分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【生田勇人君】 追加日程第６、議会

議案第３号内灘町議会委員会条例の一部を改

正する条例の提出についてを議題といたしま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由、質疑、討論の省略 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

本議案については、提案理由の説明及び質疑、

討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議会議案第３号については、提

案理由の説明及び質疑、討論を省略し、直ち
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に採決することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 議会議案第３号内灘町議会委員会条例の一

部を改正する条例の提出についてを採決いた

します。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議会議案第３号は原案のとおり可決

されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 そのままでお待ちください。 

           午前11時21分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前11時22分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員会委員の選任 

○議長【生田勇人君】 追加日程第７、選任

第１号常任委員会委員の選任を行います。 

 常任委員会委員の選任については、内灘町

議会委員会条例第７条第２項の規定により、

議長において、お手元に配付の名簿のとおり

指名いたします。 

 事務局長に朗読させます。 

○事務局長【中宮憲司君】 総務産業建設常

任委員会委員、米田一香議員、磯貝幸博議員、

太田臣宣議員、夷藤満議員、清水文雄議員、

中川達議員。 

 次に、文教福祉常任委員会委員、七田満男

議員、川口正己議員、藤井良信議員、恩道正

博議員、北川悦子議員、南守雄議員。 

 以上です。 

○議長【生田勇人君】 以上のとおり指名い

たします。 

 ただいま選任されました委員の方は、後ほ

どご会合の上、正副委員長を互選され、その

結果を議長までご報告願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、暫時休憩い

たします。 

           午前11時24分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時20分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  ○各常任委員会正副委員長互選結果報告 

○議長【生田勇人君】 休憩中に各常任委員

会において委員長及び副委員長の互選が行わ

れ、その結果が議長の手元に参っております

ので、ご報告いたします。 

 総務産業建設常任委員会委員長に太田議員、

副委員長に中川議員。文教福祉常任委員会委

員長に川口議員、副委員長に藤井議員。以上

のとおりそれぞれ互選された旨の報告があり

ました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  ○河北郡市広域事務組合議会議員の選挙 

○議長【生田勇人君】 追加日程第８、選挙

第３号河北郡市広域事務組合議会議員の選挙

を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自

治法第118条第２項の規定により、指名推選に

より行いたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は指名推選によることに

決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 河北郡市広域事務組合議会議員に中川議員、

夷藤議員、藤井議員、川口議員を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名いたしました４名を河北郡市広域事務組

合議会議員の当選人とすることにご異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、中川議員、夷藤議員、藤井議員、

川口議員の４名が河北郡市広域事務組合議会

議員に当選されました。 

 ただいま当選されました４名の方々が議場

におられますので、本席から会議規則第33条

第２項の規定により、当選の告知をいたしま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  ○石川県後期高齢者医療広域連合議会 

   議員の選挙 

○議長【生田勇人君】 追加日程第９、選挙

第４号石川県後期高齢者医療広域連合議会議

員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自

治法第118条第２項の規定により、指名推選に

より行いたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に

私、生田を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名いたしました私、生田を石川県後期高齢

者医療広域連合議会議員の当選人とすること

にご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、私、生田が石川県後期高齢者医

療広域連合議会議員に当選いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【生田勇人君】 追加日程第10、議会

議案第４号内灘町議会広報対策特別委員会の

設置についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由、質疑、討論の省略 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

本議案については、提案理由の説明及び質疑、

討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議会議案第４号については、提

案理由の説明及び質疑、討論を省略し、直ち

に採決することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 議会議案第４号内灘町議会広報対策特別委

員会の設置についてを採決いたします。 



 －9－ 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議会議案第４号内灘町議会広報対策

特別委員会の設置については原案のとおり可

決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

   ○議会広報対策特別委員会委員の選任 

○議長【生田勇人君】 追加日程第11、選任

第２号内灘町議会広報対策特別委員会の委員

の選任を行います。 

 ただいま設置されました内灘町議会広報対

策特別委員会委員の選任については、委員会

条例第７条第２項の規定により、議長におい

て、米田議員、磯貝議員、七田議員、藤井議

員、北川議員の以上５名を指名いたします。 

 ただいま選任されました委員の方は、後ほ

どご会合の上、正副委員長を互選され、その

結果を議長までご報告願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

   ○議会運営委員会委員の選任 

○議長【生田勇人君】 追加日程第12、選任

第３号内灘町議会運営委員会委員の選任を行

います。 

 議会運営委員会委員の選任については、内

灘町議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、議長において、中川議員、夷藤議員、恩

道議員、川口議員、太田議員。以上の５名を

指名いたします。 

 ただいま選任されました委員の方は、後ほ

どご会合の上、正副委員長を互選され、その

結果を議長までご報告願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

   ○青少年問題協議会委員の選任 

○議長【生田勇人君】 追加日程第13、選任

第４号内灘町青尐年問題協議会委員の選任に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。選任の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、選任の方法は議長において指名

することに決定いたしました。 

 内灘町青尐年問題協議会委員に米田議員を

指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名いたしました米田議員を選任することに

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、米田議員を内灘町青尐年問題協

議会委員に選任することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、暫時休憩い

たします。 

           午後１時27分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時50分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  ○議会広報対策特別委員会及び議会運営 

   委員会正副委員長互選結果報告 

○議長【生田勇人君】 休憩中に議会広報対

策特別委員会及び議会運営委員会において委

員長及び副委員長の互選が行われ、その結果

が議長の手元に参っておりますので、ご報告

いたします。 

 内灘町議会広報対策特別委員会委員長に藤

井議員、副委員長に磯貝議員。内灘町議会運

営委員会委員長に夷藤議員、副委員長に中川

議員。以上のとおりそれぞれ互選された旨の

報告がありました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 追加日程第14、これ

より議案の上程を行います。 

 議案第33号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成26年度内灘町一般会計補正予算

（第10号）〕から議案第40号専決処分の承認

を求めることについて〔内灘町介護保険条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例

について〕までの８議案を一括して議題とい

たします。 

 なお、本臨時会に提出された議案につきま

しては、お手元に配付してあります議事日程

（第１号の追加４）に記載のとおりでありま

すので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【生田勇人君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、平成27

年第１回内灘町議会臨時会を招集いたしまし

たところ、議員各位にはご参集を賜り、まこ

とにありがとうございます。 

 初めに、さきの内灘町議会議員選挙で選挙

戦を戦い抜かれ、町民の信頼と期待を担い、

晴れてご当選の栄を得られました議員の皆様

に心からお祝いを申し上げます。 

 また、ただいま本会議において選任されま

した生田勇人議長、恩道正博副議長、ご就任

まことにおめでとうございます。 

 議長、副議長及び各委員長、副委員長並び

に議員各位におかれましては、町民福祉の向

上と町政の発展に向け、今後ともご指導、ご

鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。 

 さて、去る３月14日には、県民の待望久し

かった北陸新幹線が開業いたしました。これ

により金沢─東京間は最短で２時間28分で結

ばれ、金沢駅や兼六園などでは連日多くの観

光客が訪れ、にぎわいを見せております。今

後、首都圏との利便性の向上により、県内で

は観光客やビジネス客の増加とともに、企業

進出などの経済効果が期待されております。 

 町におきましては、内灘海岸やサンセット

ブリッジ内灘のライトアップなど、町の観光

資源を最大限に生かし、今後も魅力アップの

発信に努めてまいります。 

 週末には、内灘海岸において第27回世界の

凧の祭典を開催いたします。町の観光資源で

ある内灘海岸が多くの観光客でにぎわうこと

は町の活性化にもつながり、大変重要なこと

と考えております。 

 また、４月29日には、ナイター設備を備え

た屋外人工芝サッカー競技場の完成式典がと

り行われ、オープニングイベントとして、ツ

エーゲン金沢による尐年サッカー教室や内灘

中学校サッカー部等による交歓試合が行われ

ました。県内におきましても、ことし１月に

行われた第93回全国高校サッカー選手権大会

において星稜高校が悲願の全国制覇を果たす

とともに、ツエーゲン金沢のＪ２での躍進も

追い風となり、今後、ますます石川県のサッ

カー熱も盛り上がってくることが期待されて

おります。 

 町では、平成27年度、28年度の２カ年事業

として屋内の多目的スポーツ施設を整備いた

します。今回完成した屋外サッカー競技場と

あわせ、また各種スポーツ大会、合宿等の誘

致を通じて交流人口の拡大を図るとともに、

生涯スポーツに取り組む方々の活動拠点とし

て、町の新たなにぎわいを創出してまいりま

す。 

 次に、地方創生についての取り組みでござ

います。 

 本年２月に、私を本部長として、副町長、

部長級職員で構成する元気うちなだ創生推進

本部を設置いたしました。 

 事業内容といたしましては、平成27年度か

ら５カ年を見据えた地方版総合戦略の策定業

務のほか、多子世帯保育料軽減事業や定住促
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進事業などの関係事業費を平成26年度補正予

算において計上したところでございます。 

 今後、早急に町独自の総合戦略を策定し、

明るく元気な町、誰もが住んでよかった、住

みたいと実感できるまちづくりを目指し、全

庁を挙げて地方創生の推進を図ってまいりま

す。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第33号から議案第40号までの８件につ

きましては、地方自治法第179条第１項の規定

に基づき、平成27年３月31日専決処分した平

成26年度補正予算及び条例の一部改正につい

て、議会の承認を求めるものでございます。 

 議案第33号 平成26年度内灘町一般会計補

正予算（第10号）につきましては、年度末に

確定した歳入の変更並びに各種事務事業の確

定及び精算に伴う不用額の減額等でございま

す。 

 議案第34号から議案第37号までの特別会計

の補正予算につきましては、各種事務事業の

確定等に伴う所要の補正でございます。 

 議案第38号 内灘町税条例等の一部を改正

する条例につきましては、地方税法等の一部

改正に伴い、二輪車及び小型特殊自動車等の

税率引き上げ時期を１年延期するほか、平成

27年度に新規取得した環境性能のすぐれた軽

四輪車等について、平成28年度分の税率を軽

減するなどの所要の改正でございます。 

 議案第39号 内灘町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例につきましては、地方税

法の一部改正に伴う賦課限度額の引き上げ等、

所要の改正でございます。 

 議案第40号 内灘町介護保険条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例につきま

しては、低所得者に対する介護保険料軽減強

化のための保険料率の引き下げ等、所要の改

正でございます。 

 以上、今回提出しました議案についての提

案理由並びにその概要でございます。何とぞ

慎重にご審議いただき、適切なるご決議を賜

りますようお願い申し上げまして、私の説明

を終わります。 

 ご清聴ありがとうございます。 

○議長【生田勇人君】 提案理由の説明が終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【生田勇人君】 これより提出議案に

対する質疑に入ります。質疑ありませんか。

──質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第33号専

決処分の承認を求めることについて〔平成26

年度内灘町一般会計補正予算（第10号）〕か

ら議案第40号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町介護保険条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例について〕まで

の８議案は、お手元に配付いたしております

議案付託表のとおり、所管の各常任委員会に

付託いたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、議案審査の

ため暫時休憩いたします。 

           午後３時01分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後５時40分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 
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 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 追加日程第15、先ほ

ど各常任委員会に付託いたしました議案第33

号専決処分の承認を求めることについて〔平

成26年度内灘町一般会計補正予算（第10号）〕

から議案第40号専決処分の承認を求めること

について〔内灘町介護保険条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例について〕ま

での８議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【生田勇人君】 これより各常任委員

会における議案の審査の経過並びに結果の報

告を求めます。 

 太田総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 太田臣宣君 登壇〕 

○総務産業建設常任委員長【太田臣宣君】 平

成27年第１回臨時会において、総務産業建設

常任委員会に付託されました議案の審査の経

過と結果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第33号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第10号）〕

第１条歳入歳出予算の補正中、歳入全部、歳

出１款議会費１項議会費、２款総務費１項総

務管理費、２項徴税費、４項選挙費、６項監

査委員費、５款労働費１項労働諸費、６款農

林水産業費１項農業費、２項林業費、３項水

産業費、７款商工費１項商工費、８款土木費

１項土木管理費、２項道路橋りょう費、３項

都市計画費、４項住宅費、９款消防費１項消

防費、12款公債費１項公債費、13款諸支出金

２項基金費の各款項並びに第２条地方債の補

正については、いずれも妥当と認め、原案を

承認することに決しました。 

 議案第34号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成26年度内灘町公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）〕については、妥

当と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第38号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町税条例等の一部を改正する条

例について〕は、妥当と認め、原案を承認す

ることに決しました。 

 以上をもちまして本委員会に付託されまし

た議案の審査の経過並びに結果についての報

告を終わります。 

 なお、本委員会として所管にかかわる事項

について閉会中も調査することに決しました

ので、申し出いたします。 

 平成27年５月８日 

 総務産業建設常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【生田勇人君】 川口文教福祉常任委

員長。 

 〔文教福祉常任委員長 川口正己君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【川口正己君】 平成

27年第１回臨時会において、文教福祉常任委

員会に付託されました議案の審査の経過と結

果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第33号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第10号）〕

第１条歳入歳出予算の補正中、歳出２款総務

費３項戸籍住民基本台帳費、７項交通安全対

策費、３款民生費１項社会福祉費、２項児童

福祉費、４款衛生費１項保健衛生費、２項清

掃費、10款教育費１項教育総務費、２項小学

校費、３項中学校費、４項社会教育費、５項

保健体育費の各款項並びに第３条繰越明許費

の補正、３款民生費１項社会福祉費について

は、いずれも妥当と認め、原案を承認するこ

とに決しました。 

 議案第35号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成26年度内灘町国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）〕、議案第36号専決
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処分の承認を求めることについて〔平成26年

度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）〕及び議案第37号専決処分の承認

を求めることについて〔平成26年度内灘町介

護保険特別会計補正予算（第３号）〕の３議

案につきましては、いずれも妥当と認め、原

案を承認することに決しました。 

 議案第39号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について〕、議案第40号専決処

分の承認を求めることについて〔内灘町介護

保険条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例について〕の２議案は、いずれも妥

当と認め、原案を承認することに決しました。 

 以上をもちまして本委員会に付託されまし

た議案の審査の経過並びに結果についての報

告を終わります。 

 なお、本委員会として教育、福祉等所管に

かかわる事項について閉会中も調査すること

に決しましたので、申し出いたします。 

 平成27年５月８日 

 文教福祉常任委員会委員長 川口正己 

○議長【生田勇人君】 これをもって、各常

任委員長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【生田勇人君】 各常任委員長報告に

対する質疑を許します。質疑ありませんか。

──質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【生田勇人君】 次に、討論に入りま

す。討論ありませんか。──討論なしと認め

ます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 まず、議案第33号専決処分の承認を求める

ことについて〔平成26年度内灘町一般会計補

正予算（第10号）〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。 

 よって、議案第33号は原案のとおり承認さ

れました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第34号専

決処分の承認を求めることについて〔平成26

年度内灘町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。 

 よって、議案第34号は原案のとおり承認さ

れました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第35号専

決処分の承認を求めることについて〔平成26

年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）〕、議案第36号専決処分の承認を

求めることについて〔平成26年度内灘町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第４号）〕及

び議案第37号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成26年度内灘町介護保険特別会計

補正予算（第３号）〕の３議案を一括して採

決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 
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○議長【生田勇人君】 起立全員であります。 

 よって、議案第35号、議案第36号及び議案

第37号の３議案は原案のとおり承認されまし

た。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第38号専

決処分の承認を求めることについて〔内灘町

税条例等の一部を改正する条例について〕を

採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。 

 よって、議案第38号は原案のとおり承認さ

れました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第39号専

決処分の承認を求めることについて〔内灘町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて〕及び議案第40号専決処分の承認を求

めることについて〔内灘町介護保険条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いて〕の２議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。 

 よって、議案第39号及び議案第40号の２議

案は原案のとおり承認されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【生田勇人君】 追加日程その２の第

１、議案第41号監査委員の選任につき同意を

求めることについて議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、12番南議

員の退場を求めます。 

   〔南守雄君 退場〕 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【生田勇人君】 これより町長から追

加議案に対する提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 それでは、ただいま

追加提案いたしました議案につきまして、提

案理由の説明を申し上げます。 

 議案第41号 監査委員の選任につき同意を

求めることについては、４月30日に任期満了

となりました南守雄氏を引き続き監査委員と

して選任いたしたく、地方自治法第196条第１

項の規定により、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 以上、追加議案の提案理由につきましてご

説明申し上げました。適切なるご決議を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長【生田勇人君】 提案理由の説明が終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑、討論、委員会付託の省略 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

ただいま提出されました議案については、人

事に関する案件につき、質疑、委員会付託、

討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第41号は、質疑、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより追加議案の

採決に入ります。 

 議案第41号監査委員の選任につき同意を求

めることについてを採決いたします。 

 お諮りいたします。監査委員の選任につき
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同意を求めることについては、これに同意す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。 

 よって、議案第41号監査委員の選任につき

同意を求めることについては、これに同意す

ることに決定いたしました。 

 南議員の入場を許可します。 

   〔南守雄君 入場〕 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉会中継続審査及び調査 

○議長【生田勇人君】 次に、議会運営委員

長、各常任委員長及び議会広報対策特別委員

長から、会議規則第75条の規定により、閉会

中の継続審査並びに調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続審査並びに調査に付す

ることにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各委員長からの申し出のとおり、

閉会中の継続審査並びに調査に付することに

決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・閉会 

○議長【生田勇人君】 以上で今臨時会に付

議されました議件は全部議了いたしました。 

 よって、平成27年第１回内灘町議会臨時会

を閉会いたします。 

 長時間にわたりご苦労さまでした。 

           午後５時58分閉会 

  地方自治法第123条第２項の規定により、

ここに署名する。 
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